
千葉市介護現場の生産性向上と労働環境改善支援研修運営業務委託 仕様書 

 

１ 業務委託名 

  千葉市介護現場の生産性向上と労働環境改善支援研修運営業務委託 

 

２ 目的 

  千葉市では、高齢者人口の増加に伴い、介護人材の確保及び定着率向上の必要性が高まっている。そ

こで、千葉市内の介護事業所等の管理者を対象に、ＤＸ研修、カスタマーハラスメント研修やメンタル

ヘルス研修等を実施することにより、介護現場の生産性向上と労働環境の改善を図り、介護人材の確保

及び定着につなげる。 

 

３ 履行場所 

  後述する委託業務内容を履行できる場所として受託者が確保した場所 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月２０日まで 

 

５ 委託業務内容 

  市内の介護事業所の管理者を対象に、職場環境改善に資する知識等の習得を目的とした研修の企画

から運営までを実施する。 

（１）研修の企画設計 

受託者は、契約締結後１４日以内に、本仕様書に基づいた実施計画書を作成し、本市へ提出するこ

と。 

 

（２）会場等の確保 

受託者は、映像配信を可とする会場を確保すること。また、受託者は、研修の実施に必要な機材や

備品等（ZOOM 等オンライン会議ツールを使用でき、配信操作を容易とする電子機器・研修を実施可

能な ZOOM 等オンライン会議ツールのアカウント・マイク・通信環境等）も手配すること。 

なお、会場や機材の使用料等は受託者が負担するものとする。 

また、会場は、受託者が所有している会議室等であるか否かを問わない。 

 

（３）講師の選任等 

受託者は、５（５）カで指定する各研修を開催するにあたり、本研修を円滑に遂行でき、かつ介護

分野及びそれぞれの研修の内容に関する専門知識を有する者を講師として各１名以上選出し、本市

と協議すること。 

 

 

 



（４）募集案内の作成 

募集案内のチラシ（カラー印刷、A４、３００枚）を作製すること。また、校正を１回以上行い、

作成したチラシの版権は本市に帰属するものとする。 

印刷物と併せてチラシの PDF データを納品すること。 

なお、参加者の募集及び決定については、本市にて行う。 

 

（５）研修の実施 

ア 開催日時 

令和７年１０月～令和８年２月頃（平日） 

各１回（計３回） 各５時間程度（休憩時間等含む） 

  イ 参加対象者 

市内介護事業所・施設の管理者 

  ウ 定員 

各１００人程度 

  エ 参加費 

無料 

  オ 開催方法 

オンライン形式（ZOOM 等オンライン会議ツールを用いたウェビナー形式）で実施する。また、

講義内容は録画し、後日、本市で配信するものとする。なお、録画した動画の納品に際して、編集

は必要としない。また、動画の配信は市内の介護事業者に対する限定公開とし、公開期間は契約終

了日までとする。 

  カ 開催内容 

以下の内容の研修を各１回実施すること。 

（ア） DX 研修 

介護現場の生産性向上のため、業務の改善・効率化に資する DXの必要性、方法を学ぶ。な

お、DX に取り組んでいる事業所の実例を提示し、受講者が参考としやすい内容とすること。 

（イ） カスタマーハラスメント研修 

管理監督者として、職員がカスタマーハラスメントに対し適切な対応方法を取れるよう指

導するために必要な知識やスキルを学ぶ。 

（ウ） メンタルヘルス研修 

管理監督者として、職場内のメンタルヘルスを健全なものとし、維持するために必要な知識

やスキルを学ぶ。 

 

（６）アンケートの実施・業務完了報告書の提出 

開催後、受講者に対してアンケートを実施し、その取りまとめ結果を、業務完了報告書と併せて提

出すること。なお、アンケート様式（項目）は受託者が作成し、予め本市の承諾を得ること。 

 

 



６ 想定スケジュール 

  令和７年  ５月  委託事業者選定 

       ～６月  契約締結・事業開始 

       １０月  研修開催 

  ～令和８年 ２月   

        ３月  実績報告書提出 

 

７ その他 

（１）業務の再委託について 

 ア 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。 

  イ 業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、本市に対し、再委託先の名称、代表者名、そ

の他必要な事項を事前に通知しなければならない。 

 ウ 業務の一部を第三者に再委託した場合、当該再委託先に対し、本仕様書に定める受注者の義務と

同等の義務を負わせるとともに、本市に対して、当該再委託先の全ての行為及びその結果について

の責任を負うものとする。 

 

（２）機密情報の取扱について 

   業務にかかる機密情報の取扱いには、十分配慮すること。 

 

（３）支払 

   委託契約金額の支払は、業務完了報告書の提出及び完了検査終了後とする。 

 

（４）その他 

ア 受託者は本業務委託実施にあたり、随時本市と協議を行い、意思疎通を図るとともに、指示及び

監督を受けなければならない。 

イ 本仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が生じた場合は、両者の協議により誠意をも

って解決するものとする。 

ウ 本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むものとする。 

エ 本研修参加者から金銭の一切を徴収してはならないものとする。 

オ 本業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに本市へ報告するとともに、解決に

向けて誠意ある対応をとること。また、その対応や経過については、速やかに本市に報告するこ

と。 


